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研究成果の概要： 
 本研究は、少年司法における「未決」段階の身体拘束に関する刑事政策上・国際人権法上の
関心が高まるなか、現在それが果たしている機能とあるべき像を探ることを目的とした。本研
究に取り組む中で公表した論文・学会報告・図書では、国際人権法上指摘されてきた日本の問
題点は近時なお深まりを見せていること、それを解決するためのひとつの法策には国選付添人
制度の拡充があることを示した。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2006年度 1,300,000 0 1,300,000 
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年度  
  年度  
総 計 3,300,000 270,000 3,57,0000 

 
 
研究分野：社会科学 
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キーワード：少年法 
 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）日本では、刑事施設のみならず、少年
鑑別所も含めた少年施設の未曾有の過剰収
容状態が続いており、その解決策の提示が現
実的に焦眉の課題になっていた。 
 
（2）他方、2004 年の国連子どもの権利委員
会による日本政府による第二回報告書に対
する最終所見に端的に示されているように、
少年司法における審判前・審判中の身体拘束

処分の回避策・援助策を講じることが、国際
人権法上、喫緊の課題になっていた。 
 
（3）さらに、2000 年の少年法改正により観
護措置期間の延長や異議申立制度が新たに
導入されたことで、「未決」段階の身体拘束
処分の判断基準を明確化することが、学理上
も実務上も求められる状況になっていた。 
 
 



２．研究の目的 
 上記の背景を前にして、本研究が目的とし
たのは、次の点であった。 
（1）観護措置決定の分析とそれによる基準
の明確化 
（2）観護措置決定に関する判断が他の措置
から受けている影響・他の措置に与えている
影響という社会事実的機能の解明 
（3）身体拘束中における「処遇」の可能性
とその限界、法的・社会的援助の可能性と現
実的な課題の提示 
（4）身体拘束処分の代替策の検討とその現
実化のための条件枠組みの提示 
 本研究は、人権保障の拡充と刑事・少年施
設の過剰収容の解消、そしてそのことによる
刑事政策的・財政的矛盾の解消を図るために、
大きくはこの 4つの課題に取り組むことを目
的とした。また、そのことで、観護措置を中
心として少年司法における「未決」段階の身
体拘束をめぐる法的・犯罪学的・刑事政策的
問題を総合的かつ体系的に解明し、解決策を
具体的に提示することが、本研究の目的であ
った。なお、刑事公判手続中の少年の身体拘
束も重大な問題ではあるが、この問題は、副
次的に扱うことにした。少年手続における課
題の解明を進め、具体的な解決策を講じるこ
とで、刑事公判中の身体拘束の問題について
も相当程度共通の解決策を導きうると考え
たからである。 
（5）以上の研究目的の下で本研究が取り組
むことを予定した具体的課題は、次の通りで
ある。 
 
 ①上記（1）に関して、観護措置に対する
異議申立をめぐる裁判例を中心に、裁判所に
よる法的判断の要因分析を行い、法的判断の
プロセスを可視化する。 
 ②上記（2）について、特に検察統計年報・
司法統計年報・矯正統計年報・保護統計年報
の各統計を用いて、逮捕・勾留などの審判前
の身体拘束・観護措置・終局処分の相関関係
を非行名別に把握し、身体拘束処分が相互に
与える影響と機能を明らかにする。 
 ③上記（3）について、学習権の保障や教
育的措置の必要と、国際人権法上求められて
いる無罪推定原則との中で、身体拘束中の少
年について認められうる「処遇」の内容と限
界を明らかにする。ここでは併せて、付添人
や家庭裁判所調査官、さらには民間ボランテ
ィアによる援助の可能性も検討することに
する。 
 ④上記（4）に関して、未決勾留に代わる
観護措置を活用する可能性、家裁調査官によ
る観護措置の活用可能性、勾留や観護措置そ
のものの回避・代替策を外国の例をも含めて
検討し、その担い手も含めて、現実的な可能
性と条件枠組みを明らかにする。 

 
 
３．研究の方法 
 本研究が設定した研究課題に取り組む際
に用いたのは、次の 3 つの研究手法である。 
（1）判例分析。判例分析については、観護
措置に対する異議申立てに関連する判例を
中心に分析を進める。通例判例集に掲載され
ることのない観護措置そのものの決定につ
いても、法曹関係者に協力を仰ぎ、可能な限
り広い範囲で事例の収集を行い、判例集未掲
載の事例についても分析検討の対象とする
ことを予定した。 
 
（2）統計分析、アンケート調査、ヒアリン
グによる経験的調査。経験的な調査として行
うアンケート、ヒアリング調査は、本研究が
身体拘束処分の代替策・回避策の具体的な提
示まで目的とすることから、法曹関係者にと
どまらず、少年鑑別所職員、家庭裁判所調査
官、福祉関係者や民間ボランティアも対象と
して行うことを予定した。 
 他方、統計分析は、検察統計年報、司法統
計年報、矯正統計年報を中心に行うことを予
定した。統計分析としては、まず、逮捕・勾
留・家庭裁判所の受理時身柄付・観護措置・
終局処分・弁護士付添人選任・少年鑑別所に
おける収容者などにつき、その非行名、年齢
構成、男女の別などを個別に分析、整理し、
併せて、その長期的な変化を明らかにする。
その上で、例えば、受理時身柄付の有無と観
護措置の関係や、観護措置の有無による終局
決定の差違などについて分析を進め、相互の
相関関係を可能な限り網羅的な形で明らか
にする。この相関関係についても、現状を正
確に把握するため、各年のデータのいわば
「横の関係」の分析を積み上げる形で、長期
的な変化の分析まで行うことを予定した。 
 
（3）特にドイツを中心とした比較法研究。
比較対象としてドイツを選定した理由は、次
の点にあった。第一に、ドイツでは、1990 年
の少年裁判所法第一次改正法により未決勾
留の要件が厳格化され、福祉法上のホームを
用いる未決勾留の回避策や未決勾留中の援
助策が具体的に講じられている。現在では、
相当数のプロジェクトが立ち上がっており、
犯罪学的な実証研究に基づく付随調査の蓄
積もある。第二に、ドイツでは、少年審判補
助者や弁護人の役割の変化が 1970 年代終わ
りから起こっており、日本にとっても、国際
人権法を視野に入れた場合に参考になる議
論の蓄積がある。第三に、ドイツでは、「典
拠の疑わしい未決勾留」をめぐる議論がすで
に蓄積されており、そこから多大な示唆を受
けることが期待できる。また、未決勾留と終
局処分との相関関係や弁護人選任による身



体拘束回避・短縮効果に関する犯罪学的実証
研究の蓄積もあり、犯罪学的実証研究の国際
比較を容易に行いうる基盤がすでにある。 
 
 
４．研究成果 
 本研究では、研究の過程において、次のよ
うな成果を得た。 
（1）少年に対する「未決」段階における代
表的な身体拘束処分である、勾留、勾留に変
わる観護措置、観護措置、観護措置の取り消
しに関する裁判例・審判例を収集した。また、
いくつかの事案については、関係者へのヒア
リングを行い、ケース研究を行った。また、
「未決」段階における身体拘束処分に関する
実務運用につき、少年司法における実務従事
者へのヒアリングを行った。 
 
（2）ドイツにおいて、少年司法の「未決」
段階における身体拘束処分を回避するため
のプロジェクトにつき、ヒアリング調査を行
った。また、ドイツにおける「未決」段階の
法的・社会的援助策につき、文献分析とヒア
リング調査を行った。 
 
（3）少年に対する「未決」段階における身
体拘束に関係する統計の分析を包括的に行
った。具体的には、少年に対する逮捕、逮捕
後の措置、勾留、勾留に代わる観護措置、観
護措置の運用に関する長期的な変化につき、
統計分析を行った。また、観護措置の有無と
家庭裁判所の終局決定との関係や、（弁護士）
付添人選任との比較を可能にする統計分析
も行った。 
 
（4）以上のような、研究過程における成果
をも踏まえ、本研究では、次のような知見を
得ることができた。 
 ①少年司法における「未決」段階の身体拘
束は、2000 年以来複数回行われている少年法
改正の直接の対象とはされていなかった。そ
れにもかかわらず、2000 年以降は、逮捕や勾
留の数・割合は増加傾向にあることが統計分
析により明らかとなった。また、勾留と勾留
に代わる観護措置との比率の推移を見てみ
ると、勾留の割合が高くなってきており、法
の要請とは裏腹に、成人と同様の勾留が行わ
れる頻度が高くなっていることが明らかに
なった。 
 総じていえば、少年に対する「未決」段階
における身体拘束は、それが法改正の対象と
されていないにもかかわらず、より多く、よ
り頻繁に用いられるようになっており、身体
拘束の期間も長期化している。同時に、ここ
からは、一連の少年法改正が、身体拘束処分
に対するセンシビリティを鈍らせるという
作用を生んだのではないかとの仮説も導き

出しうる。 
 ②観護措置の有無と家庭裁判所における
終局処分の関係を分析してみると、観護措置
が行われている方が、終局処分として身体拘
束処分が選択されている割合が大きい。ここ
からは、少年司法における「未決」段階の身
体拘束が、終局処分として身体拘束処分を選
択させるよう機能しているのではないかと
の仮説が成立しうる。 
 さらに、家庭裁判所が事件を受理する前の
段階における身体拘束を意味する「受理時身
柄付」の数・割合が、観護措置の数・割合と
重なるように変動しているという、経験・実
務上よく知られた事柄を前提とすれば、「未
決」段階における身体拘束が最終的には家庭
裁判所の終局決定の選択に影響を与えてい
る可能性も十分にあるという仮説も成り立
ちうる。 
 ③特に、虞犯に対する身体拘束処分を分析
してみると、少年司法においては、要保護性
（保護の必要性）の程度をはかるために「未
決」段階の身体拘束である観護措置がとられ
るのがむしろ通例であるといえる。しかし、
そのことにより却って終局処分として身体
拘束が選択される可能性が高まるとの仮説
が成立しうる。 
④こうしたある種の矛盾を解決するため
のひとつの方策としては、「未決」段階から
における身体拘束処分の決定段階から、国選
付添人を必要的に選任する制度が考えられ
る。 
 これらの知見は、いずれも、後掲の雑誌論
文・学会発表・図書において公表を行った。 
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